
児童手当の届出

就学前の児童を養育し児童手当

を受給している人で、次に該当す

るときは、届出が必要となります。

○受給者が転出するとき　○受給

者が転職や退職をしたとき　○受

給者が公務員になったとき　○受

給者が児童を養育しなくなったと

き　○受給者が死亡または児童が

死亡したとき　○養育する児童が

出生などで増えたとき　○その

他、振込金融機関や転居など、申

請の内容が変わったとき　�問合

せ健康福祉課（�766－8701）

児童扶養手当の支給

1 8歳に達する日以降最初の３月

3 1日までの間にある児童が、次の

ような状況にあるときは、その母

に児童扶養手当が支給されます。

○父母が離婚し、母に養育されて

いるとき　○父が死亡し、遺族年

金が支給されないとき　○父が重

度の障害にあり、就労していない

とき（いずれも、所得制限あり）

�問合せ 健康福祉課（ �7 6 6－

8701）

特別児童扶養手当の支給

身体または精神に中度から重度

の障害を持つ、2 0歳未満の障害児

を養育する父母などに支給されま

す。（所得制限あり）

�問合せ健康福祉課（�7 6 6－

8701）

平成1 5年度社会福祉協議会職

員の募集

�職種指導員（障害者担当） �

採用人数１人　�対象昭和5 1年４

月２日以降に出生し、学校教育法

による大学または専門学校を卒業

し、正看護師資格を有する人　�

基本給年齢、経験に応じて《例》

2 0歳の場合1 6万1 , 0 0 0円　�試験日

４月1 9日に筆記試験、適性検査、

面接試験を実施　�申込・問合せ

４月1 2日までに社会福祉協議会ま

たは、健康福祉課に備え付けの募

集要項に必要事項を記入し、社会

福祉協議会（�766－2525）

集団の乳がん検診が変わります

医療機関での乳がん検診は今まで

どおり「視触診」で行います

乳がんは自分で発見できる唯一

のがんです。早期に発見できれば、

乳房を温存することができます。

町では専門の医師による「視触診」

の検診を行っていましたが、さら

に精度を上げるため集団で行う検

診を「マンモグラフィ」に変更し

ます。「マンモグラフィ」とは乳

房をエックス線で上下左右方向か

ら撮影し検査するものです。視触

診で分かりにくい小さなしこりを

発見することができます。特に5 0

歳以上の人に有効であると言われ

ています。3 0歳以上の人は年に１

回の検診と、月１回の自己検診を

忘れずにしましょう。

�注意事項

妊娠している可能性のある人

は、検査を受けられません。

◎乳房をはさんで検査しますの

で、若干痛みが伴います。

◎視触診より、１人ずつの検診に

要する時間が若干長くかかりま

す。少しでも待ち時間を少なくす

るために、受付時間を時間割しま

すのでご了承ください。

�申込・問合せ保健センター（�

766－1000）
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ゆ う あ い コ ー ナ ー ゆうあい“いきいき”教室

6 0歳以上（町内在住）の人を対象に開催します。参加希望者は、

４月６日までに申込みください。申込多数の場合は抽選し、結果は

全員にお知らせします。

参加者は事前に健康に異常のないことを確認のうえ、本人の責任で

参加してください。

�申込・問合せゆうあいセンター（�766－1200）

教室名 水 泳

と　き

講　師

ところ

定　員

持ち物 水着・水泳帽・ゴーグル・タオル

４月1 6日～６月４日毎週水曜日

（８回）午前10時30分～正午

廣田淑子さん

室内プール

1 5人

いずれも1 , 0 0 0円（保険代含む）

水中エクササイズ

水着・水泳帽・タオル

室内プール

1 5人

４月1 1日～５月3 0日毎週金曜日

（８回）午前11時～正午

立田佳子さん

費　用

相談名 とき・ところ

法律相談

�7 6 6－8707

人権相談

�768－0217

行政相談

�766－8707

心配ごと相談

�766－8701

身体障害者相談
�766－8701

子育て支援相談

�766－0292

子育ていろい
ろ相談
�766－7800

教育
相談室

消費生活
相談

�766－1110

農業者年金相談

�766－8709

農地流動化相談

�766－8709

ホット
ライン

21日(月)13:30～16:30
日生住民センター

21日(月)13:30～16:00
日生住民センター

（野路宅にて随時相談
可�766－0753）

９日(水)13:00～16:00
木津総合会館

１日(火)社会福祉会館
８日(火)日生住民ｾ ﾝ ﾀ ー
15日(火)木津総合会館
22日(火)社会福祉会館

10:00～12:00

24日(木)13:30～15:30
社会福祉会館

第2･4木曜日
13:00～16:00

猪名川保育園

月～金　9:00～17:00
子育て学習センター

水曜日 9:00～13:00
金曜日13:00～17:00

教育研究所相談室
(松尾台小学校内)

月～金9:00～17:00
電話相談�765－2065

７日(月)10:00～12:00
役場相談室

水曜日　役場相談室
月曜日　日生住民セ
ンター各13:00～17:00

1 4日(月)、2 1日（月）
1 0 : 0 0～1 2 : 0 0役場相談室

相続・離婚など民事
トラブル(要電話予
約、先着６人まで)

日常生活での不当な
差別など

国・県・町に対する
苦情や要望など

老人の悩みや生活困
窮など福祉に関する
こと

障害者の日頃の悩み
など

電話相談・来所とも
可、来所の場合は電
話予約を

学校・日常生活や学
業・進路の悩み、心
と身体に関する悩み
など

悪徳商法などのトラ
ブル防止

乳幼児の子育ての不
安や悩みなど

農業者年金の加入・
受給について

農業規模拡大や農地
の貸し借りなど

育児相談

�765－0880

11日（金）、25日（金）
10:00～11:00
星児園七夕

電話相談
月～金10:00～15:00

子育て「すくすくア
ドバイザー」による
保育と育児について
の相談（相談日は施
設開放もあります。）

内　容

Life Support
C o n s u l t a t i o n
外国人生活
支援相談

�7 6 6－8 7 1 3

Every 3rd Monday 
13:00～16:00
Town Hall Consultation
room 1 (1F)

Support Consultation
for your daily life
(Please call us till 2nd
Monday.) 

教
育
相
談

国民年金相談

�766－8700
毎水曜日9:00～12:00

役場相談室

役場の窓口で扱えな
い年金事務の相談

介護 相談

�765－2225

第2土曜日
9:00～17:00

天河草子

電話相談・来所とも
可（訪問相談希望者
は、電話予約を）

内　容
初心者も経験者も一緒に基礎か

ら始めます

顔は水につけず、初心者にあわ

せて、水中で身体を動かします


